
農地除染実証事業における水稲実証栽培で収穫された米について

◆目的：空間線量を下げる、農作物への移行を低減する。

◆対策：・表土の削り取り：
セシウムが吸着した地表から３cm（または５cm）の土を削り取る。

・塩化カリウムの施用：
放射性セシウムの吸収抑制効果のある塩化カリウムを施用。

【川俣町】
避難指示解除準備区域の２カ所
・山木屋細田地区：水稲30a
・山木屋日向地区：水稲30a

【飯舘村】
居住制限区域の２箇所
・草野・向押地区：水稲30a
・小宮地区 ：水稲30a

合計：1.25ha（ 飯舘村長泥地区5aの試験栽培を含む） 1

＊図面は２４年度参考の作付け面積、位置は概ね同じ。

＊図面は２４年度参考の作付け面積、位置は概ね同じ。



福島県で実施されている全量全袋検査を実施し、検出限界未満であることを確認
しています。

◆平成25年度の検査結果
【川俣町】
・山木屋細田地区 水稲：ND（＜25Bq/Kg）検出限界未満
・山木屋日向地区 水稲：ND（＜25Bq/Kg）検出限界未満

【飯舘村】
・草野・向押地区 水稲：ND（＜25Bq/Kg）検出限界未満
・小宮地区 水稲：ND（＜25Bq/Kg）検出限界未満
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○川内村、田村市、南相馬市、飯舘村、楢葉町、大熊町、葛尾村、
富岡町、浪江町、双葉町において、警戒区域及び避難指示区域の
見直しを行い、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困
難区域を設定。

○避難指示解除準備区域：
・年間積算線量20ミリシーベルト以下となることが確実であること
が確認された地域
・通過交通や住民の一時帰宅、事業再開等が可能

○居住制限区域：
・年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の
被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域
・通過交通や住民の一時帰宅、例外的な事業再開等が可能

○帰還困難区域：
・５年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下
回らないおそれのある地域。
現時点で年間線量が50ミリシーベルト超の地域。

※ ○は、試験栽培の位置

○避難指示解除準備区域：
・年間積算線量20ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域
・通過交通や住民の一時帰宅、事業再開等が可能

○居住制限区域：
・年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点
から引き続き避難の継続を求める地域
・通過交通や住民の一時帰宅、例外的な事業再開等が可能

○帰還困難区域：
・５年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある地域。

●印：試験作付け
の実施箇所
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